
●介護相談員についてのおたずねは／介護保険課（ＴＥＬ ２４－６１１１）

　

市
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
が
安
心
し
て
、
質
の
高

い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
、
市
内
の
介
護
保
険
施
設

に
「
介
護
相
談
員
」
を
派
遣
し

て
い
ま
す
。

　

利
用
者
は
施
設
で
の
生
活
に

不
安
や
疑
問
が
あ
っ
て
も
、
施

設
職
員
へ
の
遠
慮
な
ど
か
ら
、

伝
え
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

相
談
員
は
、
利
用
者
と
の
会

話
の
中
か
ら
見
つ
け
た
施
設
の

問
題
点
や
改
善
点
を
施
設
職
員

へ
伝
え
る
こ
と
で
、
利
用
者
と

施
設
の
橋
渡
し
役
と
な
り
ま

す
。

　

今
年
度
か
ら
は
新
た
に
、
平

田
地
域
、
湖
陵
地
域
、
大
社
地

域
へ
も
相
談
員
を
派
遣
し
、
市

内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

毎
月
２
回
程
度
、
２
人
１
組
で

担
当
す
る
施
設
を
訪
問
し
ま

す
。

　

施
設
に
直
接
言
い
に
く
い
要

望
な
ど
も
気
軽
に
相
談
員
に
お

話
く
だ
さ
い
。

利用者との会話の中から困りごとがないかを見つける相談員の松本弘さん（写真右）。
聞いた意見は施設へ伝え、一歩ずつでも改善が図れるよう努めています（6月13日
いなさ園：大社町杵築西）

　

介
護
相
談
員

渡
部
晃
子
さ
ん

　

利
用
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
、
施
設
が
、
我
が
家
の
よ

う
に
居
心
地
の
よ
い
も
の
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。

　

私
た
ち
相
談
員
は
、
施
設

を
利
用
す
る
方
と
施
設
と
の

橋
渡
し
役
と
し
て
、
①
利
用

者
の
方
の
話
に
じ
っ
く
り
と

耳
を
傾
け
、
②
利
用
者
の
立

場
に
立
ち
、
③
要
望
、
悩
み

な
ど
一
緒
に
考
え
て
い
く
姿

勢
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
、
笑
顔
で
い
ら

れ
る
た
め
の
お
手
伝
い
、
快

適
な
施
設
に
す
る
た
め
の
お

手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

（平成18年7月1日現在　22か所）

介護相談員  派遣施設

★介護老人福祉施設
・清流園（大津町）
・小山園（小山町）
・ひまわり園（神西沖町）
・もくもく苑（矢野町）
・るんびにぃ苑（園町）
・万田の郷（万田町）
・やまゆり苑（佐田町）
・潮風苑（多伎町）
・湖水苑（湖陵町）
・いなさ園（大社町）
・みせんの里（大社町）

★介護老人保健施設
・寿生苑（大津町）
・第二寿生苑（大津町）
・ナーシングセンターひまわり（古
志町）
・もくもく（江田町）
・ケアセンターかんど（西新町）
・愛宕苑（灘分町）
・たき（多伎町）
・ほのぼの苑（大社町）

★介護療養型医療施設
・寿生病院（上塩冶町）
・市立総合医療センター（灘分町）
・出雲市民病院（塩冶町）

地域の皆さんによる草刈り作業。路肩がすっきり
し、町が美しくなります（6月25日　古志町）

　

生
活
の
基
本
を
支
え
て
く
れ
る
道

路
。
で
も
、
身
近
す
ぎ
て
そ
の
大
切

さ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

８
月
は
「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」

で
す
。
こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
、

道
路
の
重
要
性
を
み
ん
な
で
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。「
た
だ
い
ま
と　

今

日
も
笑
顔
で　

帰
る
道
」。
こ
れ
は
、

平
成
18
年
度「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」

推
進
標
語
で
す
。

　

市
で
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や
補
修
な

ど
の
維
持
管
理
を
行
い
、
市
民
の
み

な
さ
ん
が
快
適
で
安
全
に
道
路
や
水

路
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
事
故
防
止
の
た
め
に
は

市
民
の
み
な
さ
ん
の
協
力
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。

　
「
道
路
に
穴
が
あ
い
て
い
る
」「
水

路
の
蓋
が
こ
わ
れ
て
い
る
」
な
ど
危

険
な
場
所
を
発
見
し
た
ら
ぜ
ひ
情
報

提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

●道路･河川ふれあい愛護活動支援制度、道路・
河川の維持管理についてのおたずねは
道 路 河 川 維 持 課（ＴＥＬ ２１－６５６４）
平田支所　建　設　課（ＴＥＬ ６３－５５３６）
佐田支所　産業建設課（ＴＥＬ ８４－０１１６）
多伎支所　産業建設課（ＴＥＬ ８６－３１１５）
湖陵支所　産業建設課（ＴＥＬ ４３－１２１３）
大社支所　産業建設課（ＴＥＬ ５３－４４４２）

　道路・河川の環境保全と、道路・
河川への愛護意識の向上および地域
ボランティア活動の奨励を図ること
を目的に、支援制度を創設しました。
　市が管理する道路・河川のうち、
市があらかじめ指定した路線・区間
において、地元住民団体などが実施
する道路・河川のボランティア除草
作業や川掃除（しゅんせつ）作業に
対して、助成金を交付します。
　助成の対象となる団体は、地域住
民が組織する町内会、自治会および
地区土木委員会などの団体です。
　詳しくは、最寄りの支所または、
道路河川維持課へおたずねください。

8広報いずも２００６．７．１３9 広報いずも２００６．７．１３

　

道
路
に
自
分
勝
手
に
立
看
板
を
置

い
た
り
、
自
転
車
を
放
置
し
た
り
、

水
路
に
鉄
板
や
工
作
物
を
置
い
た
り

す
る
と
、
通
行
や
管
理
の
妨
げ
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
自
宅
の
生
け
垣
や
庭
木
も
、

枝
が
道
路
に
出
て
い
る
と
危
険
で

す
。
所
有
者
が
責
任
を
持
っ
て
せ
ん

定
を
し
て
く
だ
さ
い
。

道路上に伸びた枝葉は、すっきりとせん定。交通
安全のためにも大切です




